地区計画区域内の行為の届出後の手続き
地区計画区域内の行為の届出

【届出が必要な行為】
（1） 土地の区画形質の変更（切土、盛土、道路・宅地の造成等）
（2） 建築物の建築、工作物の建設（新築、増築、改築、移転、大規模な修繕・模様替え）
（3） 建築物等の用途の変更（地区整備計画に制限が定められている場合）
（4） 建築物等の形態又は意匠の変更（地区整備計画に制限が定められている場合）

【届出に必要な添付書類】※２部提出
	
	図面
	縮尺
	備考

	1 
	届出書
	
	届出書　第1号様式
変更届出書　第２号様式

	2 
	同意書
	
	第５号様式

	3 
	位置図
	１／１０００以上
※１／２５００以上でも可
	行為を行う土地の場所及び公共施設を表示する図面（見取図、案内図）

	4 
	配置図
	１／１００以上
※１／２００以上でも可
	敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面

	5 
	排水計画図
	１／１００以上
※１／２００以上でも可
	雨水、汚水の排水系統を表示する図面
※配置図に記載でも可

	6 
	求積図
	１／５０以上
※１／１００以上でも可
	建築確認に使用する図面と同等なもの。
※ライカム地区においては緑地面積、勾配屋根面積の求積図も添付

	7 
	外構図
	同上
	かき、柵及び門、擁壁等の配置、寸法、構造を示した図面。また、地盤面、道路面、隣地等の高さの関係を示した図面

	8 
	平面図
	同上
	壁面（外面）線の位置を表示したもので、建築物にあっては各階（屋根伏図を含む。）

	9 
	立面図
	同上
	立面は四面とし、外壁の色彩を表示したもの
（マンセル値を含む）。

	10 
	断面図
	同上
	二面以上の断面で、道路、敷地、隣地及び
かき、柵等の高さを表示したもの。

	11 
	その他、必要と認める書類・図面
	別途協議事項等がある場合
必要に応じて添付


【届出のタイミング】
・当該行為に着手する30日前までに届出をします。
・届出された計画内容が地区計画に適合しない場合変更勧告が行われますので、
地区計画の制限及び基準について事前調整を推奨します。


【届出の内容に変更がある場合】
（１）届出～適合通知前の場合 → 適宜、届出書・図面等を差替え
（２）適合通知後～行為完了前の場合 → 地区計画区域内の行為の変更届出を提出
（３）行為完了後の場合 → 再度、地区計画区域内の行為の届出を提出

【変更届出に必要な添付書類】※２部提出
【届出に必要な添付書類】を参照してください。

【変更届出のタイミング】
・届出事項の変更に係る行為に着手する30日前までに変更届出をします。
・届出された計画内容が地区計画に適合しない場合変更勧告が行われますので、
地区計画の制限及び基準について事前調整を推奨します。


【遣り方検査の立ち会いについて】
・北中城村では遣り方、位置出しの際に役場建設課係員立ち会いで検査を行っております。
※日程調整のご連絡をよろしくお願いいたします。

【行為の着手届について】
・適合通知を受けた行為に着手した時は遅滞なく「地区計画の区域内における行為の着手届
（第６号様式）」を提出してください。

[bookmark: _GoBack]【行為の完了後について】
・適合通知を受けた行為がすべて完了した時は、役場建設課職員の立ち合い検査※１（要日程調整）
　を受けて下さい。
　その後、「地区計画の区域内における行為の完了写真（第７号様式）」を提出して下さい。※２

　※１ライカム地区のみ。
　※２全体が分かるよう四方から撮影して下さい。（ライカム地区、美崎地区）

2
※届出内容の審査期間については、届出日から起算して2週間前後となっております。
　届出後につきましては、裏面をご参照下さい。
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